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相

談

　
隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
、
福
祉
、
教
育
、

就
業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
個

人
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
場
所

・
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
堀
之
内
集
会
所

※
各
相
談
所
の
相
談
日
程
に
つ
い
て

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎

（84）
３
５
９
５
（
直
通
）

　
専
門
の
相
談
員
が
町
民
の
み
な
さ

ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決

に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
専

門
の
相
談
員
へ
の
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

※
中
止
の
場
合
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

○
日
時
　
５
月
13
日
㈬

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

　
町
で
は
、
障
害
者（
児
）や
そ
の
ご

家
族
な
ど
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
そ

の
方
に
合
わ
せ
た
情
報
の
提
供
・
助

言
を
行
っ
て
い
る
窓
口
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
窓
口
に
は
専
門
の
相
談
員
が

配
置
さ
れ
、
身
体
的
・
知
的
・
精
神

的
な
ど
の
障
害
に
つ
い
て
、
障
害
者

（
児
）が
か
か
え
る
様
々
な
悩
み
・
問

題
な
ど
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
事
前
に
電
話
等
で
予
約
い
た
だ
け

れ
ば
、
自
宅
訪
問
も
可
能
で
す
。

○
日
時
　
５
月
８
日
㈮

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
４
時

○
場
所
　
役
場
１
階
　
小
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ

町
や
県
知
事
の
許
可
（
市
街
化
調
整

区
域
）
が
必
要
で
す
。
農
地
は
、
作

物
の
生
産
基
盤
で
あ
り
、
国
内
の
食

料
供
給
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
た
め
、
優
良
農
地
を
適
切
に
確
保

す
る
た
め
で
す
。

　
ま
た
、
転
用
す
る
農
地
が
、
市
街

化
調
整
区
域
の
場
合
は
、
農
地
の
条

件
、
転
用
の
用
途
に
よ
っ
て
許
可
の

要
件
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
す

る
前
に
、
必
ず
農
業
委
員
会
Ｇ
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課
　
農
業
委
員
会
Ｇ

　
☎

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、

納
期
限
６
月
１
日
㈪
ま
で
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
納
付
後
は
、
納
税
証

明
書
と
車
検
証
を
必
ず
一
緒
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

　
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
が
所
有

す
る
軽
自
動
車
ま
た
は
心
身
に
障
害

の
あ
る
方
と
生
計
を
共
に
し
て
い
る

方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
で
、
一
定

の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
納
期

限
で
あ
る
６
月
１
日
㈪
ま
で
に
申
請

す
る
こ
と
で
、
軽
自
動
車
税
が
減
免

さ
れ
ま
す
。
な
お
、
自
動
車
税
の
減

　
経
営
所
得
安
定
対
策
交
付
金
の
申

請
を
希
望
す
る
方
に
対
し
、
受
付
及

び
相
談
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

※
平
成
30
年
度
か
ら
「
米
の
直
接
支

払
交
付
金
」
は
廃
止
と
な
っ
て
い

ま
す
。

○
交
付
金
の
交
付
対
象
と
な
る
方

・
販
売
目
的
で
転
作
作
物
を
作
付
す

る
農
家
の
方

○
日
時
　
５
月
17
日
㈰
～
19
日
㈫

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に

よ
り
、
日
時
は
変
更
に
な
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

○
場
所

　
Ｊ
Ａ
茨
城
む
つ
み
　
五
霞
支
店

　
2
階
　
会
議
室
　

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

　　
農
地
転
用
と
は
、
「
農
地
を
農
地

以
外
の
も
の
に
す
る
」
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　
農
地
転
用
に
は
、
農
業
委
員
会
へ

の
届
出
（
市
街
化
区
域
）
ま
た
は
、

免
申
請
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
減
免
申
請
時
に
持
参
す
る
も
の

　
障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許
証

　
納
税
通
知
書
、
納
税
義
務
者
の
個

人
番
号
カ
ー
ド
又
は
通
知
カ
ー

ド
、
納
税
義
務
者
の
身
元
確
認
書

類
、
印
鑑

※
減
免
申
請
書
は
、
役
場
④
番
窓
口

に
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

  

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里
　

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
安
心
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

　
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
の
方
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、

６
月
１
日
㈪
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
の
ほ

か
ヤ
フ
ー
サ
イ
ト
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト

納
付
も
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
で
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
自
動
車
税
を
減
免
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
受
付
期
間

は
納
期
限
（
６
月
１
日
㈪
）
ま
で
で

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　
☎
０
２
９
６

（24）
９
１
９
０

　
☎
０
２
９
６

（24）
９
１
５
７

生
活
相
談

障
害
者
相
談
日
の

お
知
ら
せ

消
費
生
活
相
談

経
営
所
得
安
定
対
策
交
付
金
の

更
新
制
受
付
会
及
び
相
談
会

軽
自
動
車
税
の
納
付
と

減
免
の
申
請
に
つ
い
て

農
地
を
転
用
す
る
前
に
、農
業

委
員
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

掲

示

板

自
動
車
税
は
納
期
限
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う　


